様式－１

　　　年　　月　　日




技術開発支援事業 助成申請書



一般社団法人 中国建設弘済会
　        理事長　　野 田 　勝　殿



申　請　者







一般社団法人中国建設弘済会が実施される技術開発支援事業の助成を得たく、別添の「研究または開発に関する課題等」（様式－２）及び「研究または開発に関する計画書」（様式－３）を添えて申請します。

様式－２

研究または開発に関する課題等

（企業、学校、その他の団体等に属する者および産学等共同で申請する場合）
	課題名
	

	組織名
	

	住所・電話
	〒
	TEL

	
	
	FAX 

	
	住　所

	代表者名
	

	業種
	
	資本金　　　　　　　　円

	
	
	従業員数　　　　　　　　人

	申請者
	（ふりがな）
氏　名

	
	所属部署

	
	TEL
	FAX

	
	E-mail

	共同申請者
※必要に応じ追加
	（ふりがな）
氏　名

	
	所属部署

	
	TEL
	FAX

	
	E-mail



（個人で申請する場合）
	課題名
	

	住所・電話
	〒
	TEL
	FAX

	
	
	E-mail

	
	住　所
	

	申請者
	（ふりがな）
氏　名

	勤務先
	会社名

	
	TEL
	FAX

	
	E-mail



様式－３－１

研究または開発に関する計画書（１）

	課題名
	

	募集テーマ
	

	課　題　の　概　要

	
・対象とする課題と提案技術の概要を100字程度で記入する。

	研究または開発の目的

	
・地域（中国地方）の課題、提案技術に対するニーズや目的等を記入する。


※Ａ４版１枚にまとめる
様式－３－２

研究または開発に関する計画書（２）

	研究または開発の内容

	
①計画の内容
・提案技術の具体的内容。
・提案技術と既存技術との比較（相違点）。
・提案技術の独自性及び新規性。
・実現（開発・研究の完成）の可能性とその根拠・見通し等。
・提案技術によって、今後新たに建設産業等における活力創出、新たな分野の開拓などにつながる可能性が見込まれる場合には、その旨を記載
　
等について記入する。


※Ａ４版１～３枚にまとめる
様式－３－３

研究または開発に関する計画書（３）

	研究または開発の内容

	
②開発体制
・開発、研究の実施体制を記入。さらに産学官等の協力、連携体制等があれば必ず記入する。

	
③研究または開発により得られる成果の時期及び特許、実用新案等の見込み
・研究または開発により得られる具体的成果とその目標年次等について記入する。
・成果の特許、実用新案等の申請見込み等について記入する。


※Ａ４版１枚になるべくまとめる
様式－３－４

研究または開発に関する計画書（４）

	予定工程

	
・記載方法は任意。
・研究または開発期間が２ヶ年の場合は、年度毎の状況が判読出来るよう記載。


	
当支援事業における過去の助成実績
・過去に当支援事業から助成を受けている場合、その実績を記入する。
	
他の制度からの助成および併願予定
・当該研究または開発について他機関からの助成の実績、予定のある場合、その概要を記入する。
・他制度の助成内容を含めた成果全体について特許出願等を予定している場合には、その旨を様式―３－３「計画書（３）③」に記載してください。

	年度
	
	助成機関名
	

	助成課題名
	
	助成時期
	

	助成金額
	
	助成金額
	


※Ａ４版１枚程度にまとめる（別途自由様式を除く）
様式－３－５
研究または開発に関する計画書（５）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	年度
	費 用 科 目
	開発必要額（全体）
	うち助成希望分

	
	
	数量×単価
	金　　額
	数量×単価
	金　　額

	







年度
	
	
	（単位：千円）
	
	（単位：千円）

	
	小　　計
	－
	
	－
	

	







年度
	

＊開発期間が、１ヶ年の場合は、記入不要


	
	（単位：千円）
	
	（単位：千円）

	
	小　　計
	－
	
	－
	

	合　　　　　計
	－
	
	－
	


＊Ａ４版１～２枚にまとめる
＊費用科目については、「器具費」「研究人件費」「資料費」「旅費交通費」「消耗品費」等の項目別に、可能な範囲で内訳を詳細に記入する。（特に、うち助成希望分に係わる内容）
＊うち助成希望分において「機械器具費」を計上する場合は、消耗品を原則とし、開発に伴い必要となる機械器具等はリース計上を基本とする。（パソコン、モニター、一般に市販されているソフトウェア購入など、他の活動にも汎用できる備品購入と判断されるものは計上出来ない）
＊うち助成希望分において「人件費」を計上する場合、本技術開発・研究の作業にかかるもののみとし、支援事業の助成にそぐわないと判断されるもの（職員・社員の一般的な給与、手当等）は、助成対象外とする。
※各様式とも記載量に合わせ適宜行数を変えるとともに、赤字の注意書き等は消して下さい。


